
会社の介入の実態が次々と

明らかに！
1 月 23 日ＪＡＬ不当労働行為裁判傍聴記

1 月 23 日東京地裁で 1 月 16 日の証人尋問に続き 2 回目の証人尋問が行われま

した。今回は日航乗組小川洋平副委員長、内田妙子元委員長が証人として法廷に立

ちました。両氏の証言で、当時の日航・管財人らの支配介入の実態が次々と明らか

にされました。

反対尋問に立った会社側代理人

は、当時労働組合は「日航再建の状

況を正確に理解していなかった」こ

とを立証し、そのため「労働組合に

再建の現状等を正確に伝える必要

があった」ことを浮き彫りにしたか

ったようです。

しかし、小川さんも内田さんも明

瞭かつ的確に答え、当時の労組が再

建の現状を正確に理解し運動を進

めていたことを、改めて明確に示す

ものとなりました。

次回の最終弁論は 5 月 19 日（月）午後 1 時 10 分 527 号法廷と決まりました。

双方から最終準備書面などが提出され、結審へと向かいます。
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次回不当労働行為裁判日程

5 月 19 日：東京地裁 527 号法廷（13：10～）

2014 年もこれまで同様、

カンパ及び活動への参加を

お願いいたします
カンパ宛先等の情報

http://jalfltcrewob.web.fc2.com/kampa.htm

今後の日程

5 月 15 日 (木)

控訴審 客室乗務員判決

東京高裁 101 号法廷

13 時 30 分より



6 月 5 日 (木)

控訴審 パイロット 判決

東京高裁 101 号法廷

13 時 30 分より


